
入札説明書 
               広島県国民健康保険団体連合会 出納室 

TEL：082-554-0771 FAX：082-511-9120 

業務名 複合機の賃貸借及び保守業務 
納入期限 

(履行期間) 

令 8 年 4月 30 日 

(令和 8 年 5月 1 日 

～令和 13年 4 月 30 日) 

履行場所 
広島県国民健康保険団体連合会 

国保会館 

入札参加資格

確認申請書及

び仕様書等に

対する質問・回

答書提出期限 

令和 8年 3 月 6日（金） 

入札参加資

格確認結果

通知書及び

質問・回答書

送付期限 

令和 8年 3 月 10 日（火） 入札日時 
令和 8年 3 月 17 日（火） 

 午前 10 時  
入札場所 

広島県国民健康保険団体連合会 

国保会館 6 階 保健事業推進室Ⅱ 

 

 

１ 入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）等について 

⑴ 入札参加資格確認申請書 

入札参加希望者は，公告で定める入札参加資格要件に応じ，入札参加資格確認申請書提出期限ま

でに申請書を提出しなければならない。その際，所在地，商号又は名称，代表者職氏名については，

広島県の「令和 7 年～令和 9 年物品・委託役務競争入札参加資格者名簿」（以下「資格者名簿」とい

う。）に登載された本店情報を正確に記載すること。 

ただし，「資格者名簿」の本店以外に有する支社，支店等に契約に関する事務を委任する場合は，

下記２の委任状に記載の受任者（支社，支店等）の所在地，商号又は名称，代理者職氏名を記載す

ること。 

 ⑵ 申請書及び下記２の委任状（以下「申請書等」という。）の作成に要する費用は，入札参加希望者

の負担とする。 

 ⑶ 申請書等に虚偽の記載をした者については，指名除外措置を行うことがある。 

 ⑷ 申請書等の提出は，持参又は郵送による。 

 

２ 委任状について 

上記 1 の申請書を提出する入札参加希望者のうち，「資格者名簿」の本店以外に有する支社，支店等

に契約に関する事務を委任する場合は，委任状を上記１の申請書に添付すること。その際，委任者（所

在地，商号又は名称，代表者職氏名）については，広島県の「資格者名簿」に登載された本店情報を

正確に記載すること。 

なお，本委任状は，入札参加申請者が広島県への入札参加資格登録の際に提出し，受理された委任

状（「令和 7～9年広島県物品・委託役務競争入札参加資格審査申請の手引き（随時受付・政府調達）」

中 10申請書類⑧「委任状」）の写しに代えることができるものとする。 

 

３ 仕様書及び契約（案）（以下「仕様書等」という。）について 

 ⑴ 仕様書等に対する質問がある場合は，上記仕様書等に対する質問・回答書提出期限までに「仕様書

等に対する質問・回答書」を電子メールで提出すること。 

⑵ 回答は入札参加資格確認の結果，適合した業者に送付する。なお，入札参加資格確認の結果，適 

合しなかった業者からの質問については回答を行わない。 

 

４ 入札について 

⑴ 次に該当する場合は，その入札は無効とする。 

 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 

 イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 

 ウ 入札者が二以上の入札をしたとき。 

 エ 他人の代理人を兼ね，又は 2 人以上を代理して入札したとき。 

 オ 入札者が連合して入札したとき，その他入札に関して不正の行為があったとき。 

 カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 

キ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 

 

⑵ 予定価格制限内の入札がない場合は，再度の入札をする。ただし，無効な入札をした者は再度の入 

札には参加することができない。 

⑶ 再度の入札は 5 回を超えないものとする。 

⑷ 入札執行について 

ア 代理人が入札する場合には，入札前にその代理権を証する書面（以下「入札代理人委任状」と 

いう。）を提出しなければならない。 

イ 入札代理人委任状及び入札書は入札参加資格確認の結果，適合した業者に送付する。 

ウ 入札執行中における入札辞退は，その旨を記載した入札書を入札執行者に直接提出すること。 

エ 入札執行中は，入札に必要な者以外は入室してはならない。 

 

５ 契約書について 

⑴ 落札者は，契約担当職員から交付された契約書に記名押印し，入札日から 5 日以内に契約担当者 

に提出しなければならない。ただし，やむを得ない場合は，この限りではない。 

⑵ 契約書は 2通作成し，各自その 1 通を保有するものとする。 

 

６ 契約事項 

⑴ 広島県国民健康保険団体連合会財務規則に基づき執行する。 

⑵ 各年度の歳入歳出予算が減額・削除された場合には，本契約の変更を行うことがある。 


